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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第２期「人生 100年時代のフロンティア県・香川」実現推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

香川県 

 

３ 地域再生計画の区域 

  香川県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

【地域の現状及び課題】 

本県の人口は、1999 年の約 103万人をピークとして減少に転じ、2024年 10 月

１日の人口は約 91.7万人と、2000年以来 25年連続の減少となっており、減少幅

が拡大傾向となっている。国立社会保障・人口問題研究所の 2023 年 12 月の推計

によると、現状のまま何ら対策を講じなければ、2050 年には総人口が約 72.4 万

人となる見込みである。 

年齢３区分別の人口動態をみると、年少人口（０～14 歳）は 1981年の 224,376

人をピークに減少し、2023年には 106,575人となる一方、老年人口（65 歳以上）

は 2023 年には 295,174 人と増加傾向にあり、少子高齢化がさらに進むことが想

定されている。また、生産年齢人口（15～64 歳）も 1989年の 683,125人をピー

クに減少し、2023年には 501,761 人となっている。 

自然動態をみると、出生数は 1974年の 16,295人をピークに減少し、2023年に

は 5,428人となっている一方で、死亡数は 2023年には 13,710人と増加の一途を

たどっている。自然増減は、2003年から自然減に転じ、減少幅が年々拡大してお

り、本県の合計特殊出生率は、全国平均よりも高い水準で推移しているものの、

15～49 歳までの女性の減少による出生数の減少や死亡者数の増加が自然減の主

な要因となっている。 

社会動態をみると、2000年から転出超過が続き、2015年に転入者（35,360人）
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が転出者（34,879 人）を上回る社会増（481 人）に一時的になったものの、その

後も再び転出超過が続いた。2023 年には 55 人の社会増となったが、年齢階級別

の社会増減の状況をみると、男性・女性ともに 10～14 歳から 15～19 歳になると

きと、15～19 歳から 20～24 歳になるときに大幅な転出超過になっており、進学

や就職の際に県外に転出する人が多くなっている。この一方で、男性・女性とも

に 20～24 歳から 25～29 歳になるときには、Ｕターン就職等から転入超過の傾向

がみられるものの、全体では転出超過となっている。このように、人口の減少は

出生数の減少や死亡数の増加、若い世代の転出超過数の増加等が原因と考えられ

る。 

このまま人口が減少すれば、県内における消費額の減少や、労働力人口の減少  

に伴う経済規模の縮小など、県民の暮らしに関わる深刻な影響が見込まれる。 

これらの課題に対応するため、県民の結婚・妊娠・出産・子育ての希望の実現

を図り、自然増につなげる。また、移住を促進するとともに、安定した雇用の創

出や地域を守り、活性化するまちづくり等を通じて、社会減に歯止めをかける。 

なお、これらに取組むに当たっては、次の事項を本計画期間における達成すべ

き目標である「基本方針」として掲げ、目標の達成を図る。 

【基本方針】 

・基本方針１ 安全・安心で住みたくなる香川をつくる「県民 100万人計画」 

・基本方針２ 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市100計画」 

・基本方針３ 多くの人が行き交い訪れたくなる香川をつくる「にぎわい 100 計

画」 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（2026年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 
保育所等利用待機児童

数 

2024年度当初３人 

2023年 度 途 中 1 63人 

2027年度当初０人 

2026年度途中０人 
基本方針１ 

ア 「かがわ女性キラサポ 135社 216社 基本方針１ 
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宣言」登録企業数（累

計） 

（ 2 0 2 1 ～ 2 0 2 3 年 度 ） （2021～2026年度） 

ア 
地区防災計画の策定カ

バー率 

44.1％ 

（2023年度） 

60.0％ 

（2026年度） 
基本方針１ 

ア 
県外からの移住者数 

（累計） 

8,044人 

（ 2 0 2 1～ 2 0 2 3年 度 ） 

15,240人 

（2021～2026年度） 
基本方針１ 

イ 企業立地件数（累計） 
141件 

（ 2 0 2 1 ～ 2 0 2 3 年 度 ） 

250件 

（2021～2026年度） 
基本方針２ 

イ 定期航空路線利用者数 
181万人 

（2023年度） 

221万人 

（2026年度） 
基本方針２ 

イ 
ブランド農産物の生産

量 

34,170ｔ 

（2022年度） 

41,810ｔ 

（2026年度） 
基本方針２ 

イ 

Ｓｅｔｏｕｃｈｉ‐ｉ

‐Ｂａｓｅの拠点利用

者数（累計） 

38,862人 

（ 2 0 2 0 ～ 2 0 2 3 年 度 ） 

75,320人 

（2020～2026年度） 
基本方針２ 

イ 
県の就職支援策におけ

る就職件数（累計） 

2,477件 

（ 2 0 2 1～ 2 0 2 3年 度 ） 

4,800件 

（2021～2026年度） 
基本方針２ 

ウ 県外観光客数 
8,987千人 

（2023年） 

10,171千人 

（2026年） 
基本目標３ 

ウ 
かがわ文化芸術祭の参

加団体数（累計） 

271団体 

（ 2 0 2 1 ～ 2 0 2 3 年 度 ） 

600団体 

（2021～2026年度） 
基本目標３ 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２及び５－３のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 
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① 事業の名称 

第２期「人生 100年時代のフロンティア県・香川」実現推進事業 

ア 安全・安心で住みたくなる香川をつくる「県民 100万人計画」事業 

イ 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市 100計画」事業 

ウ 多くの人が行き交い訪れたくなる香川をつくる「にぎわい 100 計画」事

業 

② 事業の内容 

ア 安全・安心で住みたくなる香川をつくる「県民 100万人計画」事業 

子育て環境や教育環境、医療・介護・福祉サービス、防災・減災や防

犯、交通事故対策等によって、生活環境を充実させ、本県への人の流れ

を創出し、年齢や性別、障害の有無、国籍等に関わらず、誰もが安全・

安心に暮らせる、住みたくなる香川をつくる事業 

【具体的な事業】 

・子ども医療費助成事業 

・移住・定住促進事業 等 

イ 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市 100計画」事業 

デジタル技術も活用しながら、企業誘致やスタートアップ等の創出、

港湾・空港機能の充実や広域道路ネットワークの整備による産業基盤の

強化、農林水産業の振興、県産品の販路拡大等により、経済発展に向け

た活力に満ち挑戦できる香川をつくる事業 

【具体的な事業】 

・「せとうち企業誘致 100プラン」事業 

・情報通信関連産業育成・誘致事業 等 

ウ 多くの人が行き交い訪れたくなる香川をつくる「にぎわい 100 計画」事

業 

瀬戸内海をはじめとする本県の魅力を広く発信し、国内外から多くの

観光客を誘致するとともに、訪れた人の利便性・満足度の向上に向けた

まち全体の美化と快適な都市空間の整備を進め、文化芸術・スポーツの

振興による地域の活性化を図ることで、多くの人が行き交い訪れたくな

る香川をつくる事業 



 

5 

 

【具体的な事業】 

・戦略的観光情報発信事業 

・瀬戸内国際芸術祭推進事業 等 

※ なお、詳細は、「人生 100 年時代のフロンティア県・香川」実現計画の

とおり。 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

27,200,000千円（2025年度） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

地域の産官学金労言等の代表者で構成する有識者会議等において、毎年

度 11 月頃に効果検証を行い、翌年度以降の取組みに生かしていく。検証

後、速やかに本県公式ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑥ 事業実施期間 

2025年４月１日から 2027年３月 31日まで 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

○ 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）（厚生労働省）【Ｂ０９０８】 

① 事業内容 

香川県内の雇用創出を図るため、５－２②イに対し地方創生応援税制

に係る寄附を行い、事業所の設置・整備、地域求職者の雇入れを行った

企業に対して、企業が地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）の支

給申請を行うために必要な地方創生応援税制に係る寄附受領証を発行す

る。 

② 事業実施期間 

2025年４月１日から 2027年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

2025年４月１日から 2027年３月 31日まで 


